
無戸籍の問題について
　　～無戸籍者について知っていますか～

人権それは愛

　戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関
係を登録公証するもので、日本国民について編製さ
れ、日本国籍を公証する唯一の制度です。
　日本では子を出産した場合、法律に基づいた届け
出を行うことにより、その子が戸籍に記載される規
定となっています。しかしながら、何らかの理由に
より出生の届け出が行われない場合、戸籍に記載さ
れない無戸籍者となってしまいます。このことによ
り、住民票も作成されず、教育や行政サービスがじゅ
うぶんに受けられない、住む場所や就労の機会を失
うなど、社会生活上のさまざまな不利益が生じ、深
刻な問題となっています。
　無戸籍者となる原因の多くが、国において法改正
の議論が進められている「離婚後300日問題」にあり
ます。現在の民法では、離婚後300日以内に生まれ

た子は前夫の子と推定されます。子が別の男性との
間の子であっても前夫の子として戸籍に記載されま
す。そのことで、前夫の子と推定されることを避け
るためや、DV（ドメスティックバイオレンス）によ
り前夫に子の存在を知られたくないなどの理由によ
り、出生届の提出をためらう人がいることがわかっ
ています。
　あなたの周りに、戸籍や住民票が無く、学校へ進
学できない、健康保険への加入ができないなどの社
会生活が困難なことに悩んでいる人はいませんか。
全国の法務局・地方法務局及びその支局または市区
町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受
け付けています。

～だれもが　自分らしく輝けるまち　しらおかをめざして～
男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます

　市では、全ての人が性別に関わりなく尊重され、自
らの意思であらゆる分野で活躍し、豊かな人生を送る
ことができる男女共同参画社会の実現に向けて、白岡
市男女共同参画プランに基づいたさまざまな取り組み
を行っています。
　令和 3年度の取組の一部を紹介します。
基本目標 1　男女共同参画の意識づくり
○�男女共生広報紙「ハーブティ」を発行し、男女共同
参画に関する情報を発信しました。
〇�男女共同参画啓発のためのパネル展を開催し、男女
平等意識の浸透と定着を図りました。
○�子育て家庭において、性別にとらわれることなく自
立することの重要性を理解し、地域・社会全体で子
育てを実践できるよう、家庭教育学級合同講座をオ
ンライン配信形式で開催しました。
○市職員、教職員対象の人権研修を行いました。
基本目標 2　�男女がともに役割を担い、健康に暮らせ

るまちづくり
○�男性の育児参加の促進を図るため、両親学級、育児
相談を実施しました。
○�性的少数者のかたへ配慮した各種申請書などにおけ
る性別欄の見直しに係る調査を実施しました。
○�市民の主体的な健康づくり活動を推進するため、健
康・栄養相談、ヘルスアップ運動教室を実施しました。

基本目標 3　一人ひとりが活躍するための環境づくり
　本プランは、「女性の活躍推進計画」でもあります。
○�ハローワーク求人情報サービスを活用し、毎日更新
される求人情報を求職者に提供しました。
○�「女性の相談室」において、子どもがいるかたも安
心して利用できるよう、一時預かりサービスを実施
しました。
○地域活動などを学ぶ講座などを開催しました。

○�審議会や委員会などの組織で女性の意見も反映され
るよう、女性の登用・参画率 30%を目標に、委員
の委嘱替えの際に、女性を委員として登用するよう
全庁で取り組みました。
※女性の登用・参画率
　令和元年度	 27.7%
　令和 2年度	 27.7%
　令和 3年度	 26.7%
　令和 4年度	 28.9%
基本目標 4　男女の人権を守る体制づくり
　本プランは「DV防止基本計画」でもあります。
○�暴力の被害者である女性が安心して暮らせるよう
「女性の相談室」を毎月 2回開設しました。
○ �DV防止パネル展の実施や恋人同士など親密な関係
にある若者の間で起こる暴力行為である「デート
DV」についての啓発カードを新成人に配布しました。

○�女性に対する暴力をなくす運動として、県が行って
いる、パープルリボンタペストリー巡回事業に参加
し、市役所 1階でパープルリボンキャンペーンを実
施しました。
○�地域包括支援センターを中心に高齢者虐待相談など
を実施しました。

基本目標 5　計画推進の体制づくり
○�市男女共同参画プランの施策推進についての提言な
どをいただく、しらおか男女共同参画推進会議や女
性政策庁内推進会議を開催しました。
○�協働を担う市民団体への支援として、先導的な協働
のまちづくりモデル事業に対して補助を行いました。
○�市職員の女性活躍関連研修の参加や育児休業などの
取得のための環境整備に務めました。

問合せ
 地域振興課人権担当　☎0480（92）1111　内線385

問合せ
いきいき教育課　☎0480（92）1111　内線272・275
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